
岩 国 市 長  福  田 良  彦  様

平成 30年 8月 9日

井

)||

合

岩 国 市 監 査 委 員  平

岩 国 市 監 査 委 員  品

岩 国 市 監 査 委 員  河

司
　
洋
　
治

健
　
充

伸

平成 29年 度岩 国市健全化判断比率及 び資金不足比率

審査意見 につ いて

地方公共団体の財 政 の健全化 に関す る法律 (平 成 19年 法律 第 94号 )

第 3条 第 1項及び第 22条 第 1項 の規定 に よ り平成 30年 8月 1日 付 け

で審査 に付 された平成 29年 度決算 に基づ く健全化判断比率及 び資金不

足比率並 び にその算 定 の基礎 となる事項 を記載 した書類 につ いて審査

を行 つたので、次の とお り意見書 を提 出 します。
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平成 29年 度岩 国市健 全化判 断比率審査′意見書

1 審査の対象

平成 29年 度決算に基づ く実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率及び将来負担比率 (以 下 「健全化判断比率」 とい う。 )

並びにその算定の基―礎 となる事項を記載 した書類

2 審査 の概 要

この審査 は、市長 か ら提 出 され た健全化判 断比率及 びその算定の

基礎 とな る事項 を記載 した書類 が、適正 に作成 され てい るか ど うか

を主眼 として実施 した。

3 審査 の結果

(1)総合意見

審査 に付 され た健 全化判`断 比 率及 びそ の算 定 の基礎 とな る事項

を記載 した書類 は、いずれ も適正 に作成 され ていデるもの と認 め られ

た。

健全化判 断比率 の状況は、次 の とお りである。

(単 位 :%)

121 個別意見           |

①  実質赤字比率 について

平成 29年 度決算 において、黒字 となってお り、実質赤字は生

じていないため、国の示す基準では健全段階の範 囲 となつてい る。

比 率 名
健全化判 断比率 早 期 健 全 化

基 準

財 政 再 生

基 準平成 29年度 平成 28年度 増 減

①実質赤字比率 11.60 20,00

②連結実質赤字比率 16.60 30.00

③実質公債費比率 6.9 8.9 △ 2,0 2510 35,0

④将来負担比率 5.5 11 8 △ 6.3 350.0



②  連結 実質赤字比率 について

′平成 29年 度決算 において、連結実質収支は黒字 となってお り、

国の示す基準では健全段階の範 囲 となってい る。

③  実質公償費比率 について

平成 29年 度決算 において、実質公債費比率 は 6.9パ ーセ ン トで、

前年度 に比べ 2.0ポ イ ン ト改善 してお り、早期健全化基準の 25.0

パーセ ン トを 18.1ポ イ ン ト下回つてい る。また、地方債発行 の許

可基準であ る 18.0パ ーセ ン トを下回つてい る。

④  将来負担比率 について

平成 29年 度決算 において、将来負担比率は 5.5パ ーセ ン トで、

前年度 に比べ 6.3ポ イ ン ト減 と着 実 に改善 され てお り、早期健全

化基準の 350.0パ ーセ ン トを下回つてい る。



平成 29年 度岩 国市簡易水道事業特別会計外 6特別会計

資金不足比率審査意見書

1 審査 の対象

平成 29年 度決算 に基づ く資金不足比率及びそ の算定の基礎 とな る

事項 を記載 した書類

2 審査 の概要

この審査 は、市長か ら提 出 され た資金不足比 率及びその算 定の基

礎 とな る事 項 を記載 した書類 が、適正 に作成 され てい るか どうか を

主眼 として実施 した。

3 審査 の結果        、           ｀

(1)総 合意 見

審査 に付 され た資金不 足比率及 びその算 定 の基礎 とな る事項 を

記載 した書類 は、いずれ も適 正 に作成 され てい る もの と認 め られ

た。

資金不足比率の状況 は、次の とお りである。

(単 位 :%)

特 別 会 計 名
資 金 不 足 比 率 経 営健 全 化

基 準平成 29年度 平成 28年度 増 減

簡 易 水 道 事 業 20。 0

農業集落排水事業 20.0

特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 事 業 20.0

周 東 食 肉センター事 業 20.0

観光施設運営事業 20.0

錦 帯橋 管 理 20.0

市場事業 20,0



(劾  個 別 意 見

い ず れ の 特 別 会 計 の 決 算 をみ て も、 経 営 健 全 化 審 査 に お け る資

金 不 足 は生 じて お らず 、国 の 示 す 基 準 で は健 全 段 階 の範 囲 とな っ て

い る。



平成 29年 度岩国市水道事業会計資金不足比率審査意見書

1 審査 の対象

平成 29年 度決算 に基づ く資金不足比率及びその算定の基礎 となる

事項 を記載 した書類

2 審査 の概要     「

この審査 は、市長 か ら提 出 された資金不足比率及びその算定 の基

礎 とな る事項 を記載 した書類 が、適正 に作成 されてい るか ど うか を

主眼 として実施 した。

3 審査 の結果

(1)総 合意見

審査 に付 され た資金不足比率及びそ の算 定の基礎 とな る事項 ぞ

記載 した書類 は、いずれ も適正 に作成 され てい るもの と認 め られ

た。

資金不足比率の状況 は、次の とお りで あ る。

(単位 :%)

似)個 別意見

①
'資

金不足比率 につ いて

決算審査意見書 に記載 した水道事業 の財務 の短期流動性 を表

示す る流動比率は 320.6パ ーセ ン トで あ り、流動負債 に紺 し、

流動資産 は大 き く上回つてい る。

したが って、経営健全化審査 にお け る資金不足 は生 じていな

い状況 にあるため、国 の示す基準で は健 全段階の範 囲 となって

い る。                         ｀

会  計  名
資 金 不足 比 率

経 営健 全化 基 準
平成 29年 度 平成 28年 度 増 減

水 道 事 業 20.0



平成 29年 度岩国市工業用水道事業会計資金不足比率審査意見書

1 審査 の対象

平成 29年 度決算 に基づ く資金不足比率及びその算定の基礎 となる

事項 を記載 した書類

2 審査 の概要

この審査 は、市長 か ら1提 出 され た資金不足比率及びその算定 の基

礎 とな る事項 を記載 した書類 が、適正 に作成 され てい るか ど うかを

主眼 として実施 した。

3 審査 の結果

(1)総 合意見                     ,

審査 に付 され た資金不足比率及びそ の算 定 の基礎 とな る事項 を

記載 した書類 は、いずれ も適正 に作成 され てい るもの と認 め られ

た。

資金不足比率 の状況 は、次の とお りであ る。

'  (単 位 :%)

12)個 別意見

①  資金不足比率について

決算審査意見書 に記載 した工業用水道事業の財務 の短期流動

性 を表示す る流動比率は 1,827,2パ ーセン トであ り、流動負債 に

対 し、流動資産は大きく上回つている。

したがらて、経営健全化審査における資金不足は生 じていない

状況に あるため、国の示す基準では健全段階の範囲となっている。

会  計  名
資金不足比率

経 営健 全化基 準
平成 29年 度 平成 28年 度 増 減

工 業 用 水 道 事 業 20.0



平成 29年 度岩 国市病院事業会計資金不足比率審査意 見書

1 審査 の対象

平成 29年度決算 に基づ く資金不足比率及びその算 定の基礎 となる

事項 を記載 した書類

2 審査の概要

この審査は、市長か ら提出された資金不足比率及びその算定の基

礎 となる事項を記載 した書類が、適正に作成 されているか どうかを

主眼 として実施 した。                   ′

3 審査 の結果

(1)総 合意見

審査 に付 され た資金不足比率及 びそ の算 定の基礎 とな る事項 を

記載 した書類 は、いずれ も適正 に作成 され てい る もの と認 め られ

た。
1 

資金不足比率 の状況 は、次の とぉ りである。

(単 位 :%)

(2)個 別意見

①  資金不足比率 について      ,
決算審査意 見書 に記載 した病 院事業 の財務 の短期 流動性 を表

「示す る流動比率 は 788.1パ ーセ ン トで、病院 ごと にみ て も、錦

中央病院が 722.2パ ーセ ン ト、美和病院が 853.4パ ーセ ン トと

なってお り、いずれ も流動負債 に対 し、流動資産 は大 き く上回

つてい る。                ´

したが って、経 営健 全化審査 にお ける資金不足 は生 じていな

い状況 にあ るた め、国の示す基 準 で は健全段階 の範 囲 となつて

い る。

会  計  名
資金 不 足 比 率

経 営健全 化基準
平成 29年 度 平成 28年 度 増 減

病 院 事 業 20,0



平成 29年 度岩 国市下水道事業会計資金不足比率審査意見書

1 審査 の姑象

平成 29年 度決算 に基づ く資金不足比率及びその算定の基礎 となる

事項 を記載 した書類

2 審査の概要    _
この審査 は、市長 か ら提 出 され た資金不足比率及び その算定の基

礎 とな る事項 を記載 した書類 が、適正 に作成 されてい るか どうかを

主眼 として実施 した。

3 審査 の結果

(1)総合意見
'審

査 に付 され た資金不足比率及び そ の算定の基礎 とな る事項 を

記載 した書類 は、いずれ も適正 に作成 され てい る もの と認 め られ

た。

資金不足比率 の状況 は、次の とお りである。     「

ド(単位 :%)

12)個 別意見

①  資金不足比率について

決算審査意見書 に記載 した下水道事業 の財務 の短期流動性 を

表示す る流動比率は 53.8パ ーマン トであ り、流動負債に対 し、

流動資産は下回つている。

ただ し、経営健全化審査における資金不足は生 じていない状況

にあるため、国の示す基準では健全段階の範囲 となっている。

会  計  名
資金 不 足 比 率

経 営健 全化基準
平 成 29年 度 平 成 28年 度 増 減

下水 道 事 業 20.0


